
令和８年度　いじめ防止全体計画（いじめ防止基本方針） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３　二本松市立小浜中学校 

　基本理念 

　１　「いじめ防止対策推進法」及び本市「いじめ防止基本方針」、「子どものいじめ防止条例」

　　に基づき、いじめはどの生徒にも起こりうるものであることを踏まえて、生徒が安心して学

　　習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめの未然防止を図るとともに、いじめ又

　　はその兆候を早期に発見し、迅速かつ適切に対処する。 

　２　いじめは生徒の尊厳を害するとともに犯罪その他の重大な人権侵害となり得る行為を含む

　　ものであり決してしてはならないものであることをすべての生徒が認識し、いじめを行わず、

　　及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようその情

　　操と道徳心を培い、規範意識を養う。 

　３　いじめに関する事案への対処においては、いじめを受けた生徒等の生命及び心身を保護す

　　ることが特に重要であることを認識しつつ、学校、地域住民、家庭、その他の関係者の連携

　　の下に行う。

１   本校における現実的な課題として考えられることは、小学校から同じ人間関係が固定され

 ているため、一度問題が発生した場合になかなか改善が難しいと考えられる。それが不登校

本 の問題へと繋がっている。また、ＳＮＳなどの普及によりいじめが学校の問題だけではなく

校 広範囲になることも考えられる。 

の   そこで、今後の課題としては、次のことが考えられる。 

課 １　いじめの現状を定期的（年３回アンケート実施　５月、１０月、２月）に把握するよう

題 　指導体制を整えること。 

２　相談や報告ができるようにして、いじめについての認識を高めさせること。 

３　家庭におけるＳＮＳなどの利用状況を把握し、正しい使用方法などを身に付けさせるこ

　と。 

４　インターネット安全講座などからいじめの情報や行動に対する正しい判断力を育てるこ

　と。 

  このために 

　⑴　生徒理解にたって、共通理解のもと温度差のない指導支援にあたる。 

　⑵　教科・道徳・特別活動・その他の場面で一貫した指導支援にあたる。 

　⑶　いじめ防止については、早期発見に努め、継続指導にあたるとともに、家庭・地域　

　　関係諸機関との連携を密にし、一貫した指導支援にあたる。

２ 　いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、次の組織を設ける。 

い １　名称 

じ 　「いじめ防止対策委員会」（スクールカウンセラー勤務日） 

め 　・定期開催年３回（各学期１回）　※いじめアンケート実施　※教育相談 

防 　・随時開催（いじめの認知により）※生徒観察、生活記録ノートや保護者から情報 

止 ２　構成員 

等 　  校長　教頭　生徒指導主事　担任　学年主任　養護教諭　スクールカウンセラー 

の ３　組織の役割 

対 　⑴　学校基本方針に基づく取り組みの実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正 

策 　⑵　いじめの相談・通報の窓口 

の 　⑶　いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有 

た     （緊急会議の開催、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、

め 　　　指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携など）

の

組

織



３ １　学校生活における規範意識の確立 

い 　 (1)  日常生活の基本的な行動様式を身に付けさせ、洗練された生活マナーを養う。 

じ 　 (2)  場に応じた言葉遣いや挨拶、態度を常に心掛けさせる。 

め 　 (3)  いじめ防止に努め、早期発見・早期治療に徹し、継続指導援助を強化する。 

防 ２　人間関係の醸成 

止 　 (1)  客観的な考え方、相手の立場に立ったものの考え方を養う。　 

の 　 (2)  集団の一員であることを自覚させ、協力しあうことをめざす。 

目 ３　生徒自身の自己実現 

標    (1)  現象をさぐり、適切な指導を得て充実した希望のある自己実現をめざす。 

   (2)  様々な生活場面に正しく適応できる態度を養う。 

　 (3)  全教員が生徒の良い行いを見取って価値付けをすることで、自己肯定感を育む。

４ １　全職員の共通理解のもとに計画、実施し、目的達成にあたる。 

    (1)  係が中心となって原案を作成し、全職員に提示する。 

い    (2)  指導体制を確立して実践する。 

じ ２　生徒指導の基盤を、生徒理解において推進する。 

め    (1)  諸調査と生徒観察によって、生徒の理解を図る。 

防    (2)  生徒との対話を多くして、生徒の理解に努める。 

止 ３　教育相談を充実して、個々人が円滑に、自己を伸長したり、自己実現できたりするよう

の 　に援助する。 

実    (1)  生徒と共有する時間を多く持ち、個々人の特性について理解支援する。 

践    (2)  教師相互の連絡を密にして、より適切な指導支援ができるようにする。 

方    (3)  機会あるごとに教育的な相談を実施し、指導援助する。 

針    (4)  生徒の実態を考慮して、弾力的でかつ個別的指導支援をする。 

４　校内外のいじめ防止に努め、健全な生活を支援する。 

   (1)  早期発見・早期治癒に努めるとともに、継続的に指導支援にあたる。 

      ①  教育相談の実施。 

      ②  アンケートの実施。年３回予定（毎学期５月、１０月、２月に実施） 

   (2)  家庭・地域・関係機関との連携を密にし、一貫した指導支援にあたる。 

      ①  啓発活動の推進。 

      ②  情報の収集。

５ １　道徳      
他 　 (1)  日常生活の行動様式が、学習の中で取り上げられ、深化されるようにする。 

領    (2)  学習の中で形成された価値観や心情などの道徳的判断力を日常生活の中に生かされ

域 　　　道徳的実践が習慣化されるようにする。 

に ２　特別活動   
お 　 (1)  諸活動の中から連帯感を育て、創造や耐える意志と態度を育てる。 

け    (2)  生徒活動(学級活動・生徒会活動・部活動)、学校行事などの活動を通して、自分の

る 　　　特性を生かしたり、協力したり、解決したりする態度を育てる。 

重 　 (3)　学年を縦割りにした異年齢による活動を推進する。 

点 　　　　清掃、体育祭での班活動など 

   (4)　生徒会総会時に生徒会役員を中心にいじめ撲滅のルールを作り、全校でいじめにつ

　　　いて考え、学ぶ機会を設ける。さらに、生活委員会と各学級で「いじめ撲滅」に向け

　　　ての具体的な行動を確認し、掲示物を作成する。 

３　その他   
   (1)  日常生活全般を通して、直面する諸問題に対する判断力を身に付け、行動できる 

　　　態度を育てる。



６ １　いじめの通報を受けたとき、あるいはいじめを受けていると思われるときは、速やかに、

い 　該当生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行うとともに、その結果を生徒指導主事を経

じ 　由して校長に報告する。 

め ２  いじめ防止対策委員会を招集し、事実の確認によりいじめがあったことが認定された場

に 　合には、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、心理、福祉等に関する専門的な知

対 　識を有するものの協力を得つつ、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援及びい

す 　じめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う。 

る ３  いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ、

措 　いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩

置 　みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。 

や ４  いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連

重 　携して対処するものとする。 

大 ５  ネット上の不適切な書き込み等があった場合、いじめ対策委員会において対応を協議し、

事 　関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講じる。 

態     また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、外部の関係機関と連携して

発 　対応する。 

生 ６ 重大事態発生時の対応 

時   ※　重大事態とは 

の 　(1)　いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める 

対      とき。 

応 　(2)  いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある

 　   と認めるとき。 

   ※　重大事態の報告 

     重大事態が発生した場合は、教育委員会に迅速に報告する。 

   ※　重大事態の調査 

   (1)  重大事態が発生した場合は、弁護士、精神科医、スクールカウンセラー、スクールソ

 　　ーシャルワーカー等の専門的知識を有するもののほか、第三者からなる組織を設け調査

　　する。 

　(2)  全校生徒及び保護者に対してアンケート等を行い、事実関係を把握し、調査委員会に

　　 速やかに提出する。 

  (3)  学校としての説明責任を果たし、真摯に情報を提供する。

 

　◎　生徒が主体となって取り組む活動 

　１　「いじめ撲滅」について各学級で具体的な行動目標を考え、生徒会本部で集約し、小浜中 

　　「いじめ撲滅のルール」及びスローガンを作り、前期生徒総会で公表し、全校生がルールを守 

　　れるよう呼びかけを行う。 

 

　２　生徒会本部役員と生活委員会が中心となり、いじめ撲滅についてのポスターを作成し、教室 

　　と廊下に掲示する。 

 

　３　後期生徒総会でルールが守られていたか各学級で発表し、全体で共有するとともに、いじめ 

　　撲滅について全校生で考える機会とする。

 
 
 
 
 
 
 



７　いじめ発生時の対応 
（１）【いじめ発生時フローチャート】 

【いじめの把握】 
○　いじめアンケート調査による把握　○　いじめを受けた本人（又は保護者）からの訴え 

○　周囲の生徒からの情報　　　　　　○　教職員の観察による発見 

○　関係機関，地域住民等からの通報　○　その他

【いじめの報告】 
○発見者（把握者）　→　○生徒指導主事　→　○教頭　→　○校長

【いじめ防止対策推進委員会の招集】 
○事実関係の解明　　○指導方針の確認　○個別指導の検討　○役割分担の協議 

○関係機関との連携　○全教職員による共通理解の形成

【いじめの解消】 
○いじめを受けた生徒への対応　○いじめを行った生徒への対応 

○周囲の生徒への対応　○保護者への対応 

○教育委員会への報告 

○関係機関への相談（児童相談所，スクールソーシャルワーカー等）

いじめを受けた生徒 いじめを行った生徒 周りにいた生徒

 ・徹底して守り通す。 ・他人の人権を侵す行為であるこ ・自分の問題として捉えさ 
 ・関係機関等と連携を  とを気付かせ，他人の痛みを理  せ，誰かに知らせることの 
校  図り，最善の手立て  解させる。  大切さに気付かせる。 
  により早期解消を図 ・いじめは人間として絶対に許さ ・いじめを傍観したり，は 
  る。  れない行為であることを自覚さ  やし立てたりする行為も許 
 ・心のケアに努め，自  せる。  されないことに気付かせ 
  尊感情を高める。 ・不満やストレスがあってもいじ  る。 
内 ・安全確保のための巡  めに向かわせない力を育む。 ・みんなの力でいじめをな 

 視体制を強化する。  くし，よりよい生活をつく 
 ることの大切さを自覚させ 
 る。

保 ・いじめ発生に対する ・事実経過の説明をして，家庭に ・個人情報の内容や保護者 
護  謝罪及び事実経過の  おける指導を要請する。  の意向を確認の上，教育的 
者  説明をする。 ・いじめられている生徒及び保護  配慮の下，学級懇談会等で 

・今後の指導の方針及  者への謝罪に立ち会い，仲介す  事実経過について説明す  
 び具体的な手立てに  る。  る。 
 ついて説明する。

【再発防止に向けた取組】 
（*いじめ防止対策委員会において検討）

○ 原因の詳細な分析 ○ 教育内容及び方法の改善・充実 ○ 家庭，地域との連携強化 

・事実の整理，指導方針 ・学年，学級経営の見直し（心の ・積極的な情報提供（教育方

　の再確認 　居場所づくり，人間関係づくり， 　針，教育活動の公開） 

・外部専門家チームによ 　信頼感の醸成） ・開かれた学校評価の推進 

　る助言 ・豊かな心を育てる指導の充実（学 （アンケート，学校関係者評

○ 学校体制の改善・充実 　級活動，道徳の時間，集団活動， 　価，結果の公表等） 

・生徒指導体制の点検・ 　体験活動等） ・保護者懇談会等の実施 

　改善 ・授業改善（魅力があり分かる授 ・ＰＴＡ活動の活性化 

・教育相談体制の強化（ス 　業，認め励まし伸ばす指導，自 ・ＰＴＡ活動や地域行事へ 

　クールカウンセラ） 　己有用感を獲得させる指導） 　の積極的な参加 

・校内研修の充実〔事例研

　究等〕



（２）いじめを受けた生徒、保護者への支援 

　　①　学級担任など信頼関係が築けている教師を中心に、いじめられた生徒から事実関係の聴取を

　　　行う。その際、いじめを受けた生徒の心情に十分な配慮をし、生徒の個人情報の取扱い等、プ

　　　ライバシーには十分に留意して対応する。 

　　②　即日家庭訪問を実施し、可能な限り迅速に保護者へ事実関係を伝える。事態の状況に応じて、

　　　複数の教職員の協力の下、当該生徒の見守りを行う等、いじめを受けた生徒の安全の確保を確

　　　認し、保護者の不安解消に努める。 

　　③　いじめを受けた生徒が信頼できる親しい友人、教職員、家庭、地域の人等と連携し、生徒に

　　　寄り添い支える体制の構築を図る。 

　　④　いじめを受けた生徒が安心して学習や生活ができるよう、よりよい学習環境の確保を図る。 

　　⑤　状況に応じて、心理や福祉等の専門家、所轄警察署、児童相談所等外部の関係機関との協力

　　　による生徒、保護者の心のケアを行う。 

　　⑥　いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分に注意を払い、折に触れ必要な支援や

　　　相談を実施する。また、いじめの解消について定期的に確認する。 

（３）いじめを行った生徒、保護者への対応・助言 

　　①　教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめを行った生徒を指導する。その際、社会性の向上

　　　等、生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行う。 

　　②　確実に事実関係の聴取を行い、いじめが確認された場合、複数の教職員が連携し、必要に応

　　  じて心理や福祉等の専門家、教員・警察官経験者など関係機関の協力を得て、問題の解決を進

　　　める。 

　　③　事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上

　　  で、学校と保護者が以後も連携がとれるように協力を求めるとともに、保護者に対する継続的

　　　な助言を行う。 

　　④　いじめを行った生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を

　　  脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめを行った生

　　  徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全を確保し、健全な人

　　　格の発達に配慮する。また、生徒の個人情報の取扱い等には十分に留意して以後の対応を行っ

　　　ていく。 

　　⑤　状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導

　　　計画による指導や、警察との連携による措置など、毅然とした対応をし、再発防止に努める。 


